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6ま とめ

今回の第26次調査 (造酒屋敷跡第 3次)では、 1～ 3区の 3ヵ 所の調査を行った。 1区では第23次調査 (平成21

年度実施)に 引き続き屋敷跡中央部の遺構の状況、 2区は屋敷跡南端部の遺構の有無、 3区は屋敷跡北東側の敷地

面積が狭いという疑問から、道路東脇の既存の段差が何時形成されたのかを解明するという目的で調査を行った。

調査の結果、 1区では近世の遺構として礎石建物 3棟、柱列跡 1条、溝跡・石組溝跡20条、半地下式カマ ド跡 1

基、炉跡 (石囲い)1基 、水利遺構 1基 (木樋。東溝付設 )、 焼土遺構 3基、土坑19基、礎石跡 (建物として組まな

かったもの)9基 、石列 1条、集石遺構 2基、柱穴・ピット75個 を検出した。また、近現代の遺構として溝跡 4条、

段切遺構 (人工の段差)1条 、防空壕跡 4基、土坑 (竪穴)2基、石敷遺構 1基を検出した (第 11図 )。 2区では段

差を伴う溝跡 1条、土坑 1基が検出され、遺構の広がりと区画施設の存在が確認できた。 3区では遺構を検出する

ことができなかった。道路面と博物館との段差や土手状の高まりは近代以降の盛土によって形成されたことが判明

し、段差の下部の近世層は上部が近代に削平を受けていたものと考えられた。

ここでは、 1区で検出された主な遺構についてまとめ、また、これまでの調査で検出された遺構 。遺物と酒造り

との関わりについて簡単に整理しておきたい。

(1)建物跡  礎石建物跡が 3棟検出された (第38図 )。

[1号礎石建物]1号 礎石建物跡は東西 5間 (約10m)以上、南北 4間 (約7.6m)、 方向は、N―約71° 一Eの東西棟

である。柱間寸法は、 6尺 3寸 (約1,9m)間隔である。礎石は多くが失われていたが、比較的遺構の残りの良い西

側で 9石検出できた。根固め石は、径が 5～ 15cmの 円礫が多用されていた。建物西辺から東へ 2間分離れた位置で

間仕切りにあたる南北方向の礎石跡が検出された。また、これに合わせて建物北西角に 1× 2間の張り出し部が確

認され、その中央には柄穴のある礎石が検出された。この礎石については、性格がよく分からず今後検討が必要で

ある。建物跡南辺と内部の間仕切リラインでは一部に半間間隔の柱跡が認められた。土壁に伴う間柱の可能性も考

えられる。間柱は柱と柱の間にあって補助的役目をもつ柱で、土壁や柱の支え・補強用である。 1号建物跡では、

KS809、 811、 813、 820、 四 に間柱の可能性がある。東柱 (束石)は、検出されなかった。なお、KS-922・ 9■l礎石

は、この建物跡と関連する可能性も考えられる。建物跡の時期については、北東角のKS-822礎石跡より、瀬戸美濃

染付端反碗が出土したことから、19世紀前葉以降の年代が考えられる。

[2号礎石建物跡]2号 礎石建物跡は部分的な検出で、建物跡東辺と考えられる部分 5間分 (約 9m)を検出した。

段切遺構により西側は失われ南側は調査区外に続くことから、建物跡の規模・形状は明確ではないが、東辺より西

側へ展開する南北に長軸を持つ建物と想定される。方向はN―約20° 一Wである。柱間寸法は6尺 3寸 (約 1.9m)間

隔で、 1間間隔で礎石跡と柱穴が交互に並んで検出された。礎石は検出できなかったが、礎石跡では東辺で 3基検

出され、根固め石はいずれも径 5cm前後の小型の円礫が使われており、 1号建物跡の根固め石とは大きさが異なっ

ている。また、建物内部とみられる位置で炉跡を挟むように、同じ特徴をもつ礎石跡が 2基検出されている (耶―

829・ 830)。 柱穴は小さく、屋根を支える柱が据えられていたかは疑間であり、あるいは間柱のような性格の可能性

も考えられる。東柱 (束石)は検出されていない。この建物跡は、今後も検討が必要だが、内部に半地下式カマド

と炉の施設をもつ土間形式の建物 (蒸米を作る釜屋)と想定される。建物跡の時期については、KS-824礎石跡から

京焼色絵金彩皿が出土したことから、18世紀 (中棄以降か)の年代が考えられる。

[3号礎石建物跡]3号 建物跡も部分的な検出であり、建物の西辺の一部 4間分 (約7.8m)を検出した。さらに東

側調査区外に続くものと考えられる。方向は、N―約175° ―Wである。この建物跡も、柱間寸法は 6尺 3寸 (約 1,9

m)基準と考えられる。礎石は検出されず、根固め石の残りも悪い。根固め石の大きさは、 1号建物跡のものとほ

ぼ同じである。 1号建物跡と重複しているが、直接の切り合いがなく礎石跡からの出土遺物もないことから、建物

跡の時期や新旧関係は不明である。
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乾)柱列跡

柱列跡は、 1区南東部に位置し、 8個の柱穴 (KS-835～駆動 で 7間 (約66m)以上になり、さらに東側調査区

外に伸びるものと考えられる。いずれも、打ち込みによるものである。方向はN―約65° 一Eである。柱間は、90～ 100cm

のほぼ等間隔である。この遺構は区画を目的とした塀あるいは垣根などが想定でき、KS-604水利遺構の東溝跡やKS―

973溝跡などと方向がほぼ合い、関連する可能性も考えられる。

(0水利遺構

KS-6隧水利遺構は、南から伸びて接続する木樋、その北に位置する本体である方形プラン、さらに、東側へ伸び

る東溝から成っている。木樋は給水、東側溝跡は排水の機能を持っていた可能性がある。また、方形プラン内部も

北西部や北側の張り出しには大型の円礫が配置され、中央部の比較的小型の円礫とは対照的で、機能や用途に差が

あったことが想定される。洗米用の施設とみるか、他の用途を考えるべきかは今後検討が必要である。遺物はいず

れも小さな破片が多いが、17世紀後半～19世紀前葉頃までのものが出土しており、遺構の使用期間が長期間だった

と考えられる。重複関係にあるKS-9%。 9軽・973・ 9聖溝跡は、水利遺構の存続期間に接続使用され、その後廃棄

された溝跡ではないかと考えられる。

141酒造工程と検出遺構との関係

次に、酒造りの工程とこれまでの発掘調査の成果との関わりについて、簡単に整理しておきたい。伊丹の酒造業

の調査例を参考にしながらみていくと、酒造りの工程は、①精米→②洗米→③蒸米 (釜屋、電)→④麹仕込み (麹

室)→⑤蹴仕込み→⑥もろみ仕込み→⑦圧搾 (酒搾り、酒槽)→⑧貯蔵 (酒蔵)→③火入れ (釜屋)→⑩完成 (出

荷)となる。

①精米には足踏み精米や水車精米が知られているが、調査成果からは判断できない。

②は、第23次調査 (平成21年度実施)で重複し時期の異なる 3基の井戸跡が検出されたことから、これらの井戸水

が使用された可能性が高い。ただし、 3基とも洗米用かどうか、生活水用の井戸の可能性も考慮する必要がある。

③は、第23次調査で検出したKS-768カマド跡 (上部が削平され残存状況悪し)と第96次調査 (平成22年度実施)で

検出したKS 917カ マド跡が蒸米用と考えられ、半地下式の大型カマ ド跡であった。蒸米用カマドは室内に設置され

るものであるから、これらのカマド跡も建物内部にあったことになる。KS―硲8カマド跡は周囲に礎石跡が検出され

たが、建物プランを確定することができなかった。KS-917カ マ ド跡は、前述したように2号礎石建物跡の施設とみ

られることから、この建物跡は釜屋の可能性が考えられる。 2号建物跡内には、炉跡も施設として存在していたと

考えられることから、これは賄い用 (炉跡の内外から悟鉢や皿の破片が出土)や暖房用などの用途も想定できる。

また、蒸米用カマドを使用すると、蒸米釜から多量の蒸気が発生することから、釜屋の屋根には煙出しという装置

の存在が一般的である。したがって、 2号建物跡にも煙出しが存在した可能性があろう。

④は麹室での作業が行われるが、麹室は建物内の施設になるので、考古学的には遺構として検出することは難しい。

⑤～⑥は仕込み作業であることから、大型の酒蔵建物で行われ、遺構として検出することができない。

⑦はもろみを搾り清酒 (諸白)と粕を分離する作業で、具体的には酒槽内のもろみをテコの原理で下方に圧力かけ

搾る。そのテコの支柱は「男柱」と呼ばれる角柱であり、槽の底付近の垂口から流れ出る清酒を受ける施設として

大甕 (垂壺という)がある。考古学的には、男柱は掘り方土坑を伴い、柱埋設部の下端付近には横木を通している。

垂壺は、土中に大甕を埋設し一時的に酒を溜める特徴的な遺構である。調査では、男柱の遺構はKS-8銘土坑 (第 16

図R、 写真図版 8・ 9)や KS-875土坑 (写真図版 8)にその可能性があったが、断定するには至らなかった。垂壺

として、埋設された状態の埋甕遺構は検出されていないが、これまでの調査で備前焼の大甕の破片が出土しており

その可能性がある。第23次調査では17世紀代の備前焼大甕の破片が、少なくとも2個林分出土していることが判明

89



した。今回の第26次調査では、 3区出土資料により回径80cmを越す大甕の存在が確認された (第27図 6)。

③は専用の蔵 (瓦葺きか)の存在が考えられる。第23次調査の 1区北部で検出された比較的大型の礎石跡に該当す

るものが存在する可能性も考えられる。礎石跡付近と、その北に位置する2区にかけて、平瓦や桟瓦が比較的多く

出土したことも蔵に関連があるかも知れない。

③も建物内部で行われる作業であるが、考古学的には把握できない。

⑩との関連では、第23次調査で表に「御酒塩五升」裏に「柾森与左衛門Jと書かれた木簡が出土したが、これは完

成し樽詰めされた酒樽に付けられた木札と考えられ、間接的に出荷を示す資料である。

酒造り工程に沿って第23次 。第26次調査の成果をみてきた。この他にも第23次調査 (平成21年度実施)では、井

戸跡 (KS-746)か ら米俵や「御年貢米四斗五升□」などと書かれた荷札木簡が出土したことから、酒造りの原料と

なる米は、米俵に詰めた年貢米が屋敷に納入され、使用されていたことが分かる。また、この井戸跡やその西側近

世面では、桶や樽の木端材が多く出土したが、付近で桶や樽の解体修理が行われていた可能性もあろう。さらに、

桶の部材には厚さが4cm前後のものがあり、桶の蓋材では復元口径が 2mを越すものが出土している。これらは、

おそらく5尺あるいは6尺の直径を持つ大桶の存在を示している。大桶は、仕込みや貯蔵などの工程で使用される

容器と考えられよう。

脩)その他

この屋敷跡は酒造りの場であると共に、居住の場でもある。居宅部分は、現在までの発掘調査では遺構の検出が

できず詳細を示すことができない。ここでは視点を変えて、暮らしぶりの一端を示す出土遺物について簡単にまと

めておきたい。

これ らの出土遺物に基づいて、生活の様子を想像することが可能であろう。茶道具の存在は、茶会を行うことが

あつたこと、遊具からは、囲碁や雛遊びを行っていたこと、園芸用品からは、庭木の剪定や生け花を行つていたこ

とな ど、それぞれ推定することができよう。また、小柄や切羽からは、帯刀が許されていたことも分かる。

以上、これまで主に第23次 。第26次の調査成果について、その概要をまとめてみた。しかし、酒造りの特徴や屋

敷の構造、そこでの暮らしなど、考古学的に充分解明されたとは言いがたく、今後も発掘調査を通して解明される

ことが、期待される。

第26次調査 (平成22年度実施 ) 第23次調査 (平成21年度実施 )

化粧道具 :紅皿・柄鏡

装身具  :か んざし

文房具  :硯

遊具   :碁 石 (囲碁 )

嗜好品  :煙管 (煙草)

生活用品 :毛抜き・蚊遣り

園芸用品 :鋏 (剪定用 )

武器・刀装具 :小柄・小柄櫃・切羽 (帯刀 )

化粧道具 :紅猪口

茶道具  :天目茶碗・茶入・風炉・褐釉壺 (茶壺か)

瓶掛

暖房具  :火鉢・火箸

遊具   :人 形の手 (木製 )、  雛人形か

履物   :下 駄 (男性用、女性用)・ 草履

その他  :樹皮容器 (弁当箱か)。 灰汁掬い
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V.広瀬川護岸石垣測量図化

1.調 査の経緯

平成17年度に、第14次調査として広瀬川護岸石垣 (大橋南

側)の測量のための写真撮影を行っていた部分について、図

化を実施した。

これまで広瀬川護岸石垣の測量調査は、平成15年度の第 9

次調査、平成16年度の第11次調査、平成17年度の第14次調査、

平成21年度の第25次調査と4年次にわたって測量を実施して

いる。

第14次調査では、広瀬川護岸石垣 (大橋北側・南側)と中

門北側石垣の 3箇所について石垣測量を実施した。作業は平

成17年 12月 上旬に清掃を行い、翌18年 1月 中旬に写真測量を行った。広瀬川護岸石垣 (大橋以南側)については、

北側約70mについて写真測量を行い、その後 3月 中旬にその南側約80mを追加して写真測量を行った。北側約70mに

ついては平成17年度に図化を行い、「仙台城跡 10」 に掲載した。南側約80mの追加測量部分については、今回図化を

行った。

2.測 量結果の概要

広瀬川護岸石垣 (大橋南側 )

石垣の高さは、2.4m～ 3,9m、 勾配はお
°
～82° である。

今回図化した石垣の南端部には、かつて広瀬川の水を利

用した発電所の取水用の門があり、この門付近は自然石

や荒割石を用いた間知石の落し積みの石垣である。この

問から北側約 5mま での範囲は石垣の間にコンクリー ト

が詰められていた。

コンクリー トが詰められていた部分よりも北側の石垣

は、自然石及び粗割石を用いた野面積みである。比較的

大型の石を横置きに積んでおり、築石の間には詰石がみ

られる。矢穴のある石材も数点確認された。

江戸時代の絵図によると広瀬川の河道は現在よりも西

側にあり、護岸石垣も河道に沿って青葉山山麓まで描か

れている。

第14次調査

第25攻調査

第40図 広瀬川護岸石垣測量図化部分の位置図

第39図 広瀬川護岸石垣 (大橋南狽1)全景 (南東から)

＝
川
十
下

査調次第

癖
ユ
…‐一

ｉ‐…
…ｌｉｌ
Ｉ
斗
任
，



|

石
垣
オ
ル
ソ
写
真
①

石
垣
オ
ル
ソ
写
真
②

石
垣
オ
ル
ソ
写
真
③

第
41
図
 
広
瀬
川
護
岸
石
垣
立
面
写
真



立面図 (1)

縦断図

横断図
+30 5

+28 5

+26 5

+24 5

+30 5

+28 5

+26 5

+24 5

1

(下流側)    |    (上 流側)

例

Om 5m

S=1/150

∩A rI

石
ヽ

＼

営
刊
れ
、，
～
て

ぎ

、
Ｒ

ピ

50 0

ヽ も
＼
り
＼ム

ｚ

ヨ
刊
＼
く
、
宝

く

62 0
＼ ＼
‐

〓

＼
＼

‐

を
、

塑

０
＼０
っ
ｐ
ら
く

０

＼
ぅ

て＼

ｎ

＼
、‐
Ｐ
く

こ

)

) ヽ ヽ よ
D

第42図 広瀬川護岸石垣立面図・縦横断図 1(1/η 50)
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立面図 (2)
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第431図 広瀬川護岸石垣立面図・縦横断図2(1月 50)
97・ 98



図化地点全景 (北東から) 図化地点南端部 (東から)

矢穴を伴う石材 (東から) 矢穴を伴う石材 (東から)

矢穴を伴う石材 (東から) 矢穴を伴う石材 (東から)

円形の穴を伴う石材 (東から) 調査地点南端の隧道の門 (東から)

第44図 広瀬川護岸石垣写真
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市町村 遺跡番号

仙 台 城 跡
ぞうしゅやしきあと
造酒屋敷跡

[第%次調査 ]

官城県仙台市

青葉区川内地内

04100 01033 謎
°
1906鰤 1独0° 51138‖

2009,7.1

2009,11.12

420∬

重要遺跡
の遺構確

認調査

仙 台 城 跡

広瀬川護岸石垣

宮城県仙台市

青棄区川内追廻

地内

04100 01033 38° 15106H 140° 51'51‖

2009,12.16

2010 1 7

約刻 ∬

(立面 )

[図化 ]

所収遺跡名 種  別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特 記 事 項

仙 台 城 跡 城館跡

江戸時代

建物跡・礎石跡

石 列・カマ ド跡
炉 跡 。石組清跡

陶磁器

土師質土器

瓦質土器

瓦

石製品

金属製品

木製品

第26次調査では、造酒屋敷に伴

うと考えられる建物跡や石列、カ
マ ド跡、炉跡、石組溝閉などを検

出した。また、近代以降の溝跡、

土坑を検出した。明治時代
跡

坑

溝

土

要 約

仙台城は、初代仙台藩主伊達政宗によって造営された城である。慶長5年 (1600)に城の縄
張りが開始され、翌年から普請に着手、工事は慶長 7年 (1602)イこ一応の完成をみたとされて
いる。築城当初は「山城」である本丸を中心とする城郭であったが、政宗の死後、二代藩主忠

宗が山麓部に二の丸の造営を開始する。寛永年間以降はこの二の丸が藩政の中心となり、三の

丸 。勘定所・重臣武家屋敷などが一体となって城域を形成していた。

造酒屋敷は清水門の南側に位置し、伊達政宗が親しい徳川家重臣柳生宗矩の紹介で、慶長13

(1608)年 に大和国から優れた南都流の酒造技術を導入するため、又右衛門という技術者を招
き、仙台城内の一角に屋敷地を与えた場所にあたる。また、出身地にちなんだ「枢森」の苗字
を名乗ることを許し、粧森家は「御酒屋Jと して藩内で消費する酒を造った。第%次調査では
礎石建物跡3棟 を検出した。3棟のうち1棟 には、内部に蒸米用のカマ ド跡や炉跡が伴うことが
明らかになり、釜屋の建物跡と推定された。口径が約80cmの備前大甕が出土し、酒甕の可能性
がある。かんざし、小柄、柄鏡、鋏、碁石等屋敷内の暮 らしぶり示す遺物が出土した。
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